
１．自動車排出ガス規制等適合ディーゼル車導入促進助成 

 

１.事業概要 ・地球温暖化防止対策の一環として、温室効果ガスであるＣＯ２排出削減およびＰＭ・Ｎ

ＯＸ・ＨＣ値の削減を目的に、ディーゼルエンジンの最新排出ガス規制等適合車両を導

入する際に、その費用の一部を助成します。 

２.助成期間 ・令和４年４月１日から令和５年２月１５日まで 

※ただし、予算に達した場合は、申請期間内であっても終了（打切り）します。 

３.対象車両 ・自動車排出ガス規制等適合ディーゼル車（「平成２８年排出ガス規制適合車」で、自動車

検査証に記載の「型式」が下表のいずれかであること。） 

 

平成２７年度重量車燃費基準 

未達成 達成 
＋５％以上 

達成 

＋１０％以上 

達成 

＋１５％以上 

達成 

平成２８年排出ガス規制 

適合車 
２ＤＧ ２ＫＧ ２ＰＧ ２ＲＧ ２ＴＧ 

※記載のない型式であっても対象となる場合があります。 

４.助成条件 ・助成期間内に新車新規登録（初度登録）をし、支払いが完了すること。 

・新車新規登録時から継続して県内認可営業所に配置する事業用トラックであること。 

・買取により導入し（リースおよび割賦購入は不可）、支払いが完了すること。 

・自動車検査証に記載の「所有者」および「使用者」が申請者（会員事業者）であること。 

・環境対応車（ＣＮＧ車・ハイブリッド車）導入促進助成金申請と併用はできません。 

５.予算総額 ・３，０００万円 

６.助成金額 ・１台あたりの助成額 ＜１事業者３台（①②の合計）まで＞ 

①総重量８トン以上・・・１０万円／１台 

②総重量８トン未満・・・ ５万円／１台 

７.助成要件 ・以下の条件をすべて満たしていることを必要とします。 

①静岡県トラック協会の会員となり、２カ月以上経過していること。 

②本助成申請時の直近までの会費が完納されていること。 

③社会保険に加入していること。 

８.申請方法 ・各書類を静岡県トラック協会業務部宛に提出してください。 

①交付申請書（助成金請求書） 

②領収書の写し 

※対象車両の登録番号または車台番号の記載が必要です。 

※手形による支払いの場合は、実績報告時点で支払いが完了（決済）している必要があ

ります。 

③自動車検査証の写し 

※所有者名・使用者名が同一、かつ、申請者（会員事業者）である必要があります。 

※移転登録の場合は新規登録時の自動車検査証の写しも添付してください。 

④「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写し…厚労省年金局が発行する直近のもの 

⑤振込先通帳（小切手帳）の写し 

※金融機関(支店)名・口座名義（カナ）・預金種類・口座番号記載のもの 


